
居宅介護支援（ケアプラン作成） ご利用の流れ
ケアマネジャーがご利用者ご本人様・ご家族様からご希望をお伺いし、

介護サービスを利用するために必要なケアプランを作成します。

介護認定の申請や手続の流れなどについてもお気軽にご相談ください。

日常生活において、介護や支援が必要になったら…

介護支援専門員（ケアマネジャー）へご相談

お住まいの地域の
区役所へ申請

介護サービスの
ご利用に必要な
要介護認定の申請を
行います

新規の方には
代行申請も承ります

ご相談および
ケアプランの作成は
介護保険法により
無料で承ります

家庭や施設への訪問調査
自治体の職員が
ご家庭や施設を訪問し、
ご本人に直接会って食事や
入浴、日常動作などに関する
項目について調査します

認定結果が到着
原則、申請から30 日以内に
認定結果が通知されます

介護（予防）サービス計画書
【ケアプラン】を作成

介護支援専門員が
ご利用者様に合わせた
介護サービス計画を

作成します

介護（予防）サービスの
ご利用

ケアプランに基づいて
在宅や施設などでの

サービス利用を
開始します

その後、定期的に更新の手続が
必要となります

介護認定審査会での審査
訪問調査の結果と主治医の意見書をもとに
保健・医療・福祉の専門家 5 人で構成する
「介護認定審査会」が、介護の必要性の有無や

程度などについて審査します

介護保険制度やサービスの
ご利用についてご相談を承ります


